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地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の

整備に関する法律の施行に伴う交通警察の対応について

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備

に関する法律（令和２年法律第41号。以下「改正法」という。別添１）が、令和２

年６月10日に公布、施行された。

改正法の内容のうち、交通警察に関係する内容及び対応上の留意事項は下記のと

おりであるので、事務処理上遺憾のないようにされたい。

また、国土交通省都市局街路交通施設課長から都道府県、政令指定都市駐車場担

当部局長に対して、「「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図る

ための関係法律の整備に関する法律（令和２年法律第41号）」の施行に伴う駐車場

整備地区に係る都市計画の決定手続について（技術的助言）」が発出されているの

で、参考までに添付する（別添２）。

なお、本通達の内容については、警察庁において国土交通省と協議済みである。

記

１ 改正法の内容（交通警察関係）

これまで、都市計画法（昭和43年法律第100号）第19条第３項において、市町村

が都市計画区域又は準都市計画区域について都市計画（都市計画区域について定

めるものにあっては区域外都市施設に関するものを含み、地区計画等にあっては

当該都市計画に定めようとする事項のうち政令で定める地区施設の配置及び規模

その他の事項に限る。以下同じ。）を決定しようとするときは、あらかじめ、都

道府県知事に協議しなければならず、この場合において、町村にあっては、都道

府県知事の同意を得なければならないこととされていた。

今般、改正法による都市計画法の一部改正により、市町村が都市計画区域又は

準都市計画区域について都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、都道



府県知事に協議しなければならないことは変わりないが、町村の都市計画決定に

おける都道府県知事の同意は廃止することとなった。

この点、駐車場法（昭和32年法律第106号）第３条第２項の規定により、駐車場

整備地区に関する都市計画を定め、又はこれに同意しようとする場合において

は、あらかじめ、都道府県知事にあっては都道府県公安委員会の意見を聴かなけ

ればならないこととされているところ、上記の都市計画法の改正により、駐車場

整備地区の都市計画決定に際しての都道府県知事の同意が廃止されたことに伴

い、駐車場法上、都道府県知事が市町村に同意しようとする場合の都道府県公安

委員会への意見聴取が生じないこととなった。

２ 対応上の留意事項

改正法の施行後も、駐車対策において、県及び市町村の駐車担当部局と公安委

員会との間の連携が重要であることに何ら変わるところはない。

そのため、別添の技術的助言に記載のとおり、駐車場整備地区に関する都市計

画決定を市町村が行う場合、都市計画決定権者である市町村又は当該市町村から

協議を受けた都道府県から、都道府県公安委員会に対して、事前に適切に情報を

提供し、必要な意見を聴取する機会を設けるなど、引き続き十分な連携が図られ

るよう努めることとされている。

よって、市町村又は県から当該意見聴取を受けた場合には、当該都市における

駐車需要の実態に照らして、駐車場整備地区の範囲及び位置が適切であるかを考

慮し、交通管理上必要な意見を申し入れることとなることから、各警察署におい

て意見聴取の申し入れを受けた場合は、交通規制課と連携を図り適切に対応され

たい。
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別添２ 

国 都 街 第 28 号 

令和２年６月 10 日 

都道府県、政令指定都市駐車場担当部局長あて 
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「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の

整備に関する法律（令和２年法律第 41 号）」の施行に伴う駐車場整備地区に係

る都市計画の決定手続について（技術的助言） 

 

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の

整備に関する法律（令和２年法律第 41 号）（以下「地方分権一括法」という。）

が令和２年６月 10 日に施行されたところであるが、地方分権一括法の施行に伴

う駐車場整備地区の都市計画決定についての留意点を下記のとおり通知するの

で、適正な運用に努めていただくとともに、貴管下市町村（政令指定都市を除

く。）に対しても、本通知の内容について周知方お願いする。 

 また、令和２年６月 10 日付で、警察庁より各都道府県警察に対し、「地域の自

主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律の施行に伴う交通警察の対応について（通達）」が発出されているので、

参考までに添付する（別添）。 

 

１．改正の内容 

地方分権一括法により、都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）（以下「都市

計画法」という。）第 19 条第３項が改正され、町村の都市計画決定における都

道府県知事の同意が廃止された。（市の都市計画決定における都道府県知事の

同意については平成 23 年に廃止。また、同意を要しなくなるものの、市町村

の都市計画決定にあたっての都道府県知事への協議は引き続き必要である。） 

 駐車場法（昭和 32 年法律第 106 号）第３条第２項においては、駐車場整備

地区に関する都市計画を「定め、又はこれに同意しようとする場合」において

は、あらかじめ、都道府県知事にあっては都道府県公安委員会の、国土交通大

臣にあっては国家公安委員会の意見を聞かなければならないこととしている

ところ、今般の都市計画法第 19 条第３項の改正により、駐車場整備地区の都

市計画決定に際しての都道府県知事の同意が廃止されたことに伴い、法令上、

都道府県知事が都道府県公安委員会へ意見聴取を行う場合（同意しようとする

場合）が発生しなくなることとなった。 

 

２．駐車場整備地区の都市計画決定にあたっての留意点 

  他方、駐車場整備地区の指定による道路交通円滑化を効果的に進めるため

には、都道府県及び市町村の駐車場担当部局と都道府県公安委員会とが連携



を図っていくことは引き続き重要である。 

  したがって、駐車場整備地区に関する都市計画決定を行う場合には、都市計

画決定権者である市町村又は協議を受けた都道府県から、都道府県公安委員

会に対して事前に適切に情報を提供し、必要な意見を聴取する機会を設ける

など、引き続き十分な連携が図られるよう留意されたい。 

 

以上 


